
消 防 予 第 １ ２ ２ 号  

平成２５年３月２７日  

 

 各都道府県知事  

  各指定都市市長 

 

 

 

                     消防庁次長  

 

 

 

火災予防条例（例）の一部改正について（通知） 

 

 今般、消防法施行令の一部を改正する政令（平成２５年３月２７日政令

第８８号。以下「改正政令」という。）が公布されたこと等に伴い、火災

予防条例（例）（昭和３６年１１月２２日付け自消甲予発第７３号）につ

いて、所要の改正を行いました。 

貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、執務の参考とするとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対して

もこの旨周知されるようお願いします。 

  

記 

 

１ 消防法施行令及び建築基準法施行令の改正に伴い、規定の整理を行っ

たこと。（第２９条の３及び第２９条の４関係） 

 

２ 施行日は、平成２６年４月１日としたこと。（附則関係） 

 

 

<連絡先> 

消防庁予防課 児玉、柳瀬、松浦 

電話：03-5253-7523 

殿 
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○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
市
（
町
・
村
）
条
例
第
○
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
四
項
中
「
第
三
十
七
条
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
」
を
「
第
三
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）

新
旧
対
照
表

○

火
災
予
防
条
例
（
例
）
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日

自
消
甲
予
発
第
七
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
）

（
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
九
条
の
三

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
（
第

第
二
十
九
条
の
三

住
宅
用
防
災
警
報
器
は
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
（
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
一

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
令
別
表
第
一

(

五)

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は(

十
六)

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の

(

五)

項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は(

十
六)

項
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の

住
宅
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
う
ち
、
も
つ
ぱ
ら
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る

住
宅
の
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
の
う
ち
、
も
つ
ぱ
ら
居
住
の
用
に
供
さ
れ
る

べ
き
住
宅
の
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
廊
下
、
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

べ
き
住
宅
の
部
分
以
外
の
部
分
で
あ
つ
て
、
廊
下
、
階
段
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
、
機
械
室
、
管
理
事
務
所
そ
の
他
入
居
者
の
共
同

、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
、
機
械
室
、
管
理
事
務
所
そ
の
他
入
居
者
の
共
同

の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
共
用
部
分
を
除
く
。
）
に
設
け
る
こ
と
。

の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
共
用
部
分
を
除
く
。
）
に
設
け
る
こ
と
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
号
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
が
存
す
る
階
（
避
難
階
（
建
築
基
準
法
施

二

前
号
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分
が
存
す
る
階
（
避
難
階
（
建
築
基
準
法
施

行
令
第
十
三
条
第
一
号

に
規
定
す
る
避
難
階
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

行
令
第
十
三
条
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
避
難
階
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
か
ら
直
下
階
に
通
ず
る
階
段
（
屋
外
に
設
け

お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
か
ら
直
下
階
に
通
ず
る
階
段
（
屋
外
に
設
け

ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
上
端

ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
上
端

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
二
十
九
条
の
四

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
の
感
知
器
（
火
災
報
知
設
備
の
感

第
二
十
九
条
の
四

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
の
感
知
器
（
火
災
報
知
設
備
の
感



知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年

知
器
及
び
発
信
機
に
係
る
技
術
上
の
規
格
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年

自
治
省
令
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
感
知
器
等
規
格
省
令
」
と

自
治
省
令
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
感
知
器
等
規
格
省
令
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
感
知
器
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分

て
「
感
知
器
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
住
宅
の
部
分

に
設
け
る
こ
と
。

に
設
け
る
こ
と
。

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）

４

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
は
、
そ
の
部
分
で
あ
る
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一

４

住
宅
用
防
災
報
知
設
備
は
、
そ
の
部
分
で
あ
る
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一

項
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
令
第
三
十
七
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

項
の
検
定
対
象
機
械
器
具
等
で
令
第
三
十
七
条
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま

に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
検
定
対
象
機
械

で
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
検
定
対
象
機
械

器
具
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
規

器
具
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
技
術
上
の
規

格
に
、
そ
の
部
分
で
あ
る
補
助
警
報
装
置
に
つ
い
て
は
住
宅
用
防
災
警
報
器

格
に
、
そ
の
部
分
で
あ
る
補
助
警
報
装
置
に
つ
い
て
は
住
宅
用
防
災
警
報
器

等
規
格
省
令
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
、
そ
れ
ぞ
れ
適
合
す
る
も
の
で
な

等
規
格
省
令
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
、
そ
れ
ぞ
れ
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）
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